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平
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五
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閣
総
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衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
本
多
平
�
君
提
出
先
制
攻
撃
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
多
平
�
君
提
出
先
制
攻
撃
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
御

指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
及
び
岸
田
外
務
大
臣
（
当
時
）
の
答
弁
は
、
国
際
連
合
憲
章
（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
六

号
）
上
、
自
衛
権
の
発
動
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
武
力
攻
撃
が
発
生

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
先
制
攻
撃
」
や
「
予
防
攻
撃
」
を
行
う
こ
と
は
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
答
弁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。

ま
た
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
の
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
に
お
け
る
御
指
摘
の
河
野
外
務
大
臣
の
答
弁
は
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
い
か
な
る
事
象
が
そ
う
し
た
国
際
法
上
違
法
な
「
先
制
攻
撃
」
や
「
予
防
攻
撃
」
に
当

た
る
か
に
つ
い
て
は
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。


